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赤碕地域コミュニティーセンターZEB化可能性調査等業務委託仕様書

1. 業務名
赤碕地域コミュニティーセンターZEB化可能性調査等業務委託

2. 業務場所
鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕 1140 番地 1

3. 概要
第３次琴浦町地球温暖化対策実行計画本業務に基づき、事務事業において排出される温室効果ガスを

2030 年度までに，2013 年度比で 50%以上を削減する目標を見据えている。当該計画を実現するための
具体的な取り組みとして掲げる「公共施設の省エネルギー化」及び「再生可能エネルギーの導入促進」
について、赤碕地域コミュニティーセンターの ZEB化により実施するものである。
本業務では、対象施設のエネルギー使用実態を調査するとともに、ZEB化に必要な改修内容や一次エ

ネルギー消費量の算定、国庫補助事業や起債の活用、CO2 削減効果、具体的な工程など省エネルギー
化に資する改修計画の検討・整理を行い、具体的な ZEB導入手法を盛り込んだ実施設計に必要な設計
図面・資料を作成することを目的とする。

4. 業務期間
契約締結の日から令和 8年 3月 25日まで(※ただし、概算見積の作成については令和 7年 12月 10 日

まで、成果物の仮提出については令和 8年 1月 30 日までする。)

5. 資格要件
1) 一級建築士(建築士法(昭和 25年法律第 202 号)第 2条第 2項に規定する一級建築士をいう。)を配

置することができること。
2) 一般社団法人環境共創イニシアチブが定めた「ZEBプランナー」(フェーズ 2)の認定を受けている

こと。

6. 業務の内容
6.1. 調査対象施設について

建物概要・設備状況・エネルギー使用状況について別紙①のとおり

6.2. エネルギー基礎調査

対象施設の現状のエネルギー使用状況を把握し、エネルギーデータ等を活用して標準入力法により年
間エネルギー消費量およびCO2排出量を算出する。併せて、以下の調査・整理を行うこと。
1) 施設および設備の現況調査: 現地調査により、施設の運用状況・利用状況を確認すること。具体
的には、既存設備機器の設置状況、稼働状況、更新履歴、不具合の有無等を調査し、運用時間帯
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や温度設定など実際の運用条件を把握する。また、施設管理者や利用者へのヒアリングを実施し、
現状の課題を抽出すること。さらに今後の運用方法及び運用改善についてもヒアリングを行うこ
と。

2) エネルギー使用量の整理: 本町から提供されたエネルギー使用実績データ(電力、ガス、燃料等の
月別使用量)を基に、エネルギー種別ごとの年間消費量を整理すること。各エネルギーについて
CO2排出係数を設定し、現状の年間CO2排出量を算出すること。

3) 建物・設備の現況把握: 現地調査により、建物の外皮(断熱性能、開口部性能等)および主要な設備
機器の状態を確認すること。劣化や老朽化など、現状の建物・設備の状況を評価すること。

4) エネルギー性能指標の算定: 国立研究開発法人建築研究所の令和 7年 4月時点で最新となる建物
エネルギー消費性能計算プログラム(標準入力法)(以下「標準入力法プログラム」という。)を用
いて、対象施設の一次エネルギー消費量の基準値および現状の設計一次エネルギー消費量を算出
すること。BEI(基準一次エネルギー消費量に対する設計一次エネルギー消費量の比)や BPI 等の
指標を算出し、建物のエネルギー性能を評価すること。また、同プログラムにより用途別(空調、
換気、照明、給湯、動力等)の年間エネルギー消費量内訳を推計し、現状のエネルギー消費特性を
把握すること。

6.3. ZEB 導入可能性調査

上記のエネルギー基礎調査結果を踏まえ、対象施設への ZEB技術導入による省エネルギー化改修の
可能性について、以下の内容を検討すること。現状ケースと比較可能な改修案(ZEBを実現する案「ZEB
改修」と、現状と同等の標準的改修案「標準改修」)を設定し、比較検討を行うこと。

6.3.1. 外皮性能の向上および設備改修の検討

建物のパッシブ性能向上策および老朽設備の改修案について検討すること。具体的には、外壁・屋根・
開口部の断熱改修や高性能ガラス・日射遮蔽の導入等により建物の外皮性能を高める方策、および既存
設備機器の更新・改修による省エネルギー化方策を検討すること。

6.3.2. 空調設備等の高効率化の検討

空調設備をはじめ、換気、照明(外構設置分も含む)、給湯設備等の高効率機器への更新・導入を検討
すること。必要に応じてエネルギー管理システム(BEMS)の導入についても検討すること。これらの検
討に際しては、詳細な空調負荷計算を実施して必要能力を算出し、提案する機器容量や性能を裏付ける
こと。なお、当該施設は令和 4年及び令和 5年に一部の空調改修(ビル用マルチエアコン)を行ってお
り、当該室外機については新たな負荷追加等での活用を図ること。また、改修を終えているビル用マル
チエアコン室内機については必要に応じて場所の入れ替えなど極力活用する方針で検討すること。また，
改修を検討する部屋について照度分布計算を行い，照明改修の適切性を確認すること｡
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6.3.3. 再生可能エネルギー設備等の導入検討(蓄電池等の利活用を含む)

太陽光発電設備の再生可能エネルギー設備の導入可能性を検討すること。建物屋上や敷地内への太陽
光パネル設置可能面積や方位・傾斜条件を調査し、想定発電量を試算すること。

6.3.4. ZEB 化のエネルギー評価

上記 4.3.1∼4.3.3 で検討した改修案それぞれについて、標準入力法プログラムを用いて一次エネルギ
ー消費量やBEI/BPI 等を算出し、省エネルギー性能を評価すること。各改修案が実現しうるエネルギ
ー削減率や ZEB達成度(『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready)を明らかにすること。

6.3.5. 概算改修費の算出

検討した ZEB改修案および標準改修案※それぞれについて、概算の改修費用※を算出すること。設計
費、施工費、維持管理費、設備更新費のほか、WEBプログラム計算費、BELS 取得費や補助金申請費用
など、改修に係る一連の経費を含めて算出すること。また、長期的視点から将来の 2回目改修時に必要
となる費用についても試算すること。
※ 標準改修については，詳細設計費及び改修施工費で算出を行う。

6.3.6. 省エネ効果・経済性の比較検討

ZEB改修案と標準改修案について、エネルギー消費量、CO2排出量、光熱水費※１、維持管理費※２(メ
ンテナンス費用等)、改修費用の各項目について比較し、ZEB改修による省エネルギー量、CO2削減量
および経済性の違いを評価すること。省エネによる光熱水費削減効果や維持管理コスト削減効果、投資
回収年数等を算出し、長期的な費用対効果を分析すること。
※ １・２ 光熱水費の算定方法や維持管理費等に国庫補助完了後の事業報告書作成、ＢＥＭＳ運用、

太陽光遠隔監視等の費用を含めるかなど、本町と協議の上決定する｡

6.3.7. 国庫補助事業等の活用検討

ZEB改修にあたり、活用可能な国および自治体の補助事業・補助金制度・地方債について調査するこ
と。具体的には、総務省、環境省、経済産業省、国土交通省等が所管する関連補助制度の適用条件や公
募時期等の情報を収集し、本事業に適した補助事業又は地方債の活用可能性を検討すること。

6.3.8. 改修スケジュールの作成

提案する改修案について、検討開始から工事完了までの全体スケジュール案を作成すること。実施設
計、予算確保、補助金申請、BELS評価、入札・契約、施工・竣工といった各段階において実施すべき
事項と所要期間を示し、計画的な事業推進のためのロードマップを策定すること。なお、ZEBの可能性
がないと判断される場合においては，上述のスケジュール案の事項からBELS 認証取得を除いたスケジ
ュールを作成すること。
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6.3.9. ZEB 化実現性の総合評価

検討した複数の改修案を比較検討し、対象施設にとって最適な改修方針を整理すること。ZEB化が実
現可能な場合は達成しうるZEBランク(『ZEB』、Nearly ZEB、ZEBReady)を明確にし、ZEB化の実現
が難しい場合でも最大限の省エネ効果が得られる改修案を提示すること。併せて、各改修案の省エネ効
果や経済性、快適性向上等に関する総合評価結果を取りまとめ、対象施設における ZEB化の実現可能
性を明らかにすること。

6.4. その他(防災対策改修等)

6.4.1. エレベーターの更新

既存エレベーターについては、以下に掲げる防災対策改修を行う前提で検討すること。

１)P波感知型地震時管制運転装置の設置

２)主要機器の耐震補強措置

３)戸開走行保護装置の設置

４)釣合おもりの脱落防止措置

５)主要な支持部分の耐震化

６)リスタート運転機能の追加

７)自動診断・仮復旧運転機能の追加

6.4.2. 天井の耐震化

建築基準法施行令第３９条第３項に規定する「特定天井」を有する２階集会ホールについては、次表
に提示する天井耐震改修方式について、ZEB化を含め総合的な視点から比較検討を行う。

なお、比較検討にあたっては、次の(ア)から(エ)を考慮した上で、最適な発注が選択できるよう項目ご
とに各改修方式のメリット・デメリットを明らかにし、内容および方法を受託者から提案すること。
（ア） 各改修方式の特性(意匠、音響など、ホールの運営に影響がある内容について検討)
（イ） 省エネ性能(室容積および断熱性能の違いによる、ZEB化改修への影響を検討)
（ウ） 工期(ホールの未使用期間などを検討)
（エ） コスト(イニシャルコスト／改修後２０年間のランニングコストを検討)

6.4.3. 防水改修および外壁改修

建物のパッシブ性能向上策および老朽設備の改修に並行し、以下の部位について劣化更新工事を行う
前提で検討すること。
１)外壁(増築部および改築部)
２)屋根防水(増築部)

改修概要 天井形状
１ 既存天井を撤去し直天井のままで対応 なし(耐火被覆の剥落防止を実施)
２ 既存天井を撤去し建築基準法に適合する耐震天井を新設 高さ 6.8ｍ程度のフラット天井
３ 既存天井を撤去し建物と天井を一体化 既存天井を復元
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6.5. ZEB 導入可能性調査に係る留意事項

上記 4.3 の検討を進めるにあたり、次の点に留意すること。
6.5.1. 図面と現地調査の差異

提供した図面に更新内容が反映されていない可能性もあるため、現地調査により差異を把握した場合、
現状を優先すること。

6.5.2. 詳細な空調負荷計算

空調負荷計算の方法は指定しないが、詳細な空調負荷計算を行うこと。固定の延床面積あたりの空調
負荷を用いるなど，簡易空調負荷計算方法は認めない。

6.5.3. 設備設置計画の具体化

改修案に基づき、機器の設置位置や配管・ダクト経路等を具体的に計画し、改修計画図上に明示する
こと。いずれも実現可能な案を提案すること。例えば、コンクリート壁の鉄筋を切断するようなコア抜
きを行い、耐震性を損なうなどの現実的ではない手法は提案に含めないこと。
屋上に機器を設置する場合は、既存建物の構造計算書等を参照して追加荷重が構造上許容されること

を確認すること。また、BEMS等を導入する場合には、エネルギー使用量の計測箇所について具体的な
モニタリング計画を提案すること。

6.5.4. 省エネ性能算定方法

提案する改修案の外皮性能(PAL*値)および一次エネルギー消費量(基準値・設計値)は、建築研究所の
標準入力法プログラムを使用して算出し正確に評価すること。モデル建物法(簡易計算法)は使用せず行
うこと。

6.5.5. 概算見積の作成

改修案ごとに具体的な改修内容に沿った概算見積書を作成すること。見積項目は工種別・部位別・補
助対象事業、補助対象外事業別に分類し、可能な限り数量と単価を明示した内訳とすること。概算見積
の作成にあたっては算定根拠を示すこと。また、1回目改修および将来の 2回目改修について、それぞ
れ概算見積を作成すること。

6.5.6. 省エネ効果・経済性の定量評価

ZEB改修案と標準改修案のエネルギー使用量、CO2排出量、改修費用、維持管理費(メンテナンス費
用、光熱水費等)を比較し、ZEB改修の省エネ量、CO2削減量および経済的メリットを定量的に評価す
ること。必要に応じてライフサイクルコスト(LCC)分析を行い、長期的視点での経済性も評価すること。

6.5.7. 改修スケジュールに係る留意事項

既存建築物 ZEB改修は執務並行改修になる可能性が高い。発注者側と十分に協議を行い、現況の建
物の利用状況を把握し、施工計画をシミュレーションのうえ、施工スケジュールの概要を作成し、執務
並行改修が可能であること及びその施工期間を示すこと。
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7. 成果物の内容
7.1. ZEB 化可能性調査報告書(紙媒体 1部)

調査結果をまとめた報告書を提出すること。報告書には以下の内容を含めること。
1) 改修前後の一次エネルギー消費量算定結果: 現状(改修前)の年間一次エネルギー消費量および

提案改修後の年間一次エネルギー消費量を算出し、比較した結果を示すこと。
2) ZEB 改修方針: 提案する ZEB改修案における省エネルギー化の方針。建築(パッシブ)面と設備

(アクティブ)面に分け、各改修項目の目的と概要を整理すること。
3) 再生可能エネルギー活用方針: 太陽光発電など再生可能エネルギー設備の導入方針を示すこと。
4) 改修経費: 提案する ZEB改修案の実施に必要な概算改修費用の内訳。設計・施工費用のほか、

補助金を活用する場合は想定される補助金額も示すこと。
5) 改修工事スケジュール: 改修計画の実施工程を示すスケジュール表。調査・検討の開始から設計、

施工、竣工までの流れを時系列で記載すること。
6) ZEB 化対策整理表(別表 1): 提案する省エネルギー改修策を一覧表に整理したもの。建築・設備

それぞれの改修内容および一次エネルギー消費量の削減効果等をまとめた表を作成すること。
7) 改修計画図: 提案する改修内容を図面上に示したもの。建築分野の改修範囲図および改修断面図、

設備分野の主要設備配置図(熱源機・空調機・室内機・照明器具配置等)、再生可能エネルギー設
備配置図(太陽光パネルの設置位置)を含めること。

8) 改修内容に基づく検討資料: 提案内容の妥当性を裏付けるための各種検討資料。空調負荷計算の
詳細結果、照度計算結果、エネルギーシミュレーションの入力条件と算出結果の詳細、機器配置
図面などを含めること。

9) ZEB 改修の効果評価: 標準改修案と比較したZEB改修案の省エネルギー効果、CO2削減効果、
経済性の評価結果。一次エネルギー消費削減率、CO2排出削減率、光熱水費・維持管理費の削減
額、投資回収年数等を比較表等にまとめること。

10) 補助事業等活用方針: 提案する改修案に対し、適用可能な補助金・支援制度の一覧と活用方針。
利用を想定する補助制度の名称や概要、補助率、申請手続き上の留意点等を整理すること。

11) 全体スケジュール: 調査検討開始から工事完了までの全体工程を示したスケジュール。各段階
(調査検討、予算要求、補助金申請、設計、入札、施工、竣工)での主な作業内容と予定時期を網
羅すること。

7.2. 調査に用いた以下の資料

調査に用いた以下の資料を提出すること。報告書には以下の内容を含めること。
1) 一次エネルギー消費量算定に用いた入力ファイル(EXCEL): 現状(改修前)、標準更新、ZEB更新

の標準入力法プログラム入力に用いた EXCELシート。
2) 空調負荷計算結果: 標準更新、ZEB更新の空調負荷計算結果。
3) 改修計画図(A3): 提案する改修内容を図面上に示したもの。建築分野の改修範囲図および改修断

面図、設備分野の主要設備配置図(熱源機・空調機・室内機・照明器具配置等)、再生可能エネル
ギー設備配置図(太陽光パネル、蓄電池等の設置位置)を含めること。
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4) 概算見積書: 提案するZEB改修案の実施に必要な概算改修費用の内訳。設計・施工費用のほか、
補助金を活用する場合は想定される補助金額も示すこと。

7.3. 報告書データ(電子媒体)(CD-R 等、1部)

上記報告書の電子データ(PDF形式および編集可能な原本データ)。

7.4. その他

発注者が別途指示する資料がある場合は、その提出に応じること。

8. 提供資料
本業務を進めるにあたり、発注者から以下の資料が提供される。受注者は必要に応じて活用し、不足

する情報はヒアリング等で補完すること。
1) 対象施設に関する資料: 建築図書、構造図書、設備図書、仕上表、機器台帳など、対象施設に関

する基本資料(PDFまたはCADデータ等)。
2) 構造計算書: 現状の建物の構造計算書。
3) 設備機器リスト: 照明、空調、換気等の主要設備機器の一覧および仕様に関する資料。
4) エネルギー使用量データ: 対象施設の光熱水費に関する実績データ(エネルギー種別ごとの月別

使用量および料金データ)。
5) 施設改修、修繕記録: 施設の改修、修繕の記録。
6) 設備メンテナンス記録: 設備のメンテナンスの記録。
7) その他: その他、受注者が要求し琴浦町が提供可能な関連資料。

9. 留意事項
1) 法令の遵守: 本業務の実施にあたっては、本仕様書のほか関係法令、規則等を遵守すること。
2) 現地調査の実施: 現地調査を行う際は、事前に発注者担当者と日程や実施内容について十分に調
整すること。調査中は施設の運営に支障をきたさないよう配慮し、安全かつ円滑に作業を進める
こと。

3) 業務計画書の提出: 着手後速やかに、本業務の具体的な実施方法・スケジュール・体制等を記載
した業務実施計画書を作成し、発注者へ提出すること(発注者担当者と協議の上で作成)。

4) 安全管理の徹底: 現地調査に際しては労働安全衛生法等の関係法令を遵守し、必要な安全対策を
講じること。

5) 現地調査の消耗品： 現地調査に必要な機材、消耗品等は受注者にて準備すること。
6) 成果物の権利帰属: 本業務で作成したすべての成果物(報告書、図面、試算データ等)に関する知
的財産権(著作権法第 27条および第 28条の権利を含む)は発注者に帰属するものとする。また、
本業務の過程で知り得た機密情報、管理、保管を十分に行うとともに、第三者に漏洩しないこと。

7) 業務に要する経費：委託業務を遂行する上で必要となる一切の経費は、受託者が負担すること。
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10. 検査
受託者は、業務完了後遅滞なく、成果品を提出すること。また、納品後に成果品に不良箇所が発見さ

れた場合は、速やかに訂正、補足その他の措置を行わなければならない。

11. 疑義
受託者は、業務実施に対し疑義が生じた場合は、委託者(琴浦町)と協議し解決すること。

12. 損害賠償責任
受託者は、本委託業務の履行の結果、受託者の責めに帰すべき理由により、琴浦町に対し、損害を与

えた場合は、その賠償の責を負うものとする。

13. 暴力団排除
受注者は、当該業務の履行に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(１)暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を琴浦町に報告するとともに、所
轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

(２)暴力団等から不当要求による被害を受けた場合は、その旨を琴浦町に報告するとともに、所轄の警察
署に被害届を提出すること。

(３)排除対策を講じたにもかかわらず、業務に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに琴浦町と工程
に関する協議を行うこと。

14. その他
この仕様書に記載されていない事項については、琴浦町と受託者の協議により決定する。
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別表 1(7.1.6)関係)

現状 ZEB改修

部位
主な仕様(改修

後)

一次エネルギ
ー

BPI
/BEI

主な仕様(改修後)

一次エネルギ
ー

BPI
/BE
I

消費量 消費量

(MJ/㎡) (MJ/㎡)

基準
値

設計
値

基準
値

設計
値

外皮

外壁

屋根

窓

空調
熱源

シス
テム

換気
機器

シス
テム

照明
器具

シス
テム

給湯 機器

昇降機 機器

その他技
術

器具

シス
テム

BEMS

省エネ技術の合
計

省エネ技術の合計

太陽光発電

コジェネ

蓄電池

省エネ＋再エネ
の合計

省エネ＋再エネの
合計
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別紙①(6.1.関係)

建物概要

現状の主な設備

年間エネルギー消費量、水道使用量及び購入額

施設名 赤碕地域コミュニティーセンター
所在地 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕 1140 番地 1
延床面積(㎡) 2,716.01
構造・階数 事務所RC造 3階、コミュニティーセンターＳ造 3階
竣工年 事務所部分 S46 年度建築、コミュニティーセンターH17年度増築
過去の大規模な改修履歴 事務所部分H17 年度改築

設備概要

空調 設備機器リスト参照
換気 設備機器リスト参照
照明 設備機器リスト参照
給湯 設備機器リスト参照
昇降機 東芝製 用途：乗用、積載：11 人(750kg)、速度：60m/min、制御型式：CV200S(機械

室なし)、制御方式：交流ギヤレスインバータ制御
太陽光発電 設置なし

年度 年間購入量 年間購入額(円・税込)

電気(kWh) Ｒ4 192,665 6,511,976
Ｒ5 187,520 6,443,847
Ｒ6 195,129 7,031,248

都市ガス(ｍ3) Ｒ4 0 0
Ｒ5 0 0
Ｒ6 0 0

灯油(L) Ｒ4 2,236 281,729
Ｒ5 36 4,633
Ｒ6 0 0

水道(m3) Ｒ4 724 181,724
Ｒ5 691 175,421
Ｒ6 705 178,095


